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議 会 告 示

鳥取県議会告示第２号

鳥取県議会事務局処務規程（昭和38年鳥取県議会告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成24年３月30日

鳥取県議会議長 伊 藤 美 都 夫

改 正 後 改 正 前

第３条 次に掲げる事項は、課長において専決するこ 第３条 次に掲げる事項は、課長において専決するこ

とができる。 とができる。

課長共通 課長共通

(１) 略 (１) 略

(２) 各種会議の記録の作成に関すること。

(３) 略 (２) 略

総務課長 総務課長

(１)～(９) 略 (１)～(９) 略

調査課長 議事調査課長

(１) 請願及び陳情の受理簿に関すること。

(２) 請願文書表の作成、印刷及び配布に関するこ

と。

(３) 議事日程の印刷配布に関すること。

(４) 発言通告書の受付に関すること。

(５) 会議録その他会議の記録の作成に関するこ

と。

(１) 略 (６) 略

(２) 略 (７) 略

議事・法務政策課長

(１) 請願及び陳情の受理簿に関すること。

(２) 請願・陳情文書表の作成、印刷及び配布に関

すること。

(３) 議事日程の印刷配布に関すること。

(４) 発言通告書の受付に関すること。

(５) 会議録の作成に関すること。

第４条 略 第４条 略

２ 事務が複数の課にわたる場合にあっては、局長が ２ 事務が２課にわたる場合にあっては、局長が担当

担当課を定める。 課を定める。

（代決） （代決）

第５条 正当決裁者が不在のときは、局務に限り、次 第５条 正当決裁者が不在のときは、局務に限り、次

の表に示す順位により、その事務を代決することが の表に示す順位により、その事務を代決することが

できる。 できる。

代決の順位 代決の順位

平成24年３月30日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第43号
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第１順位者 第２順位者 第１順位者 第２順位者
正当決裁者 正当決裁者

略 略

課長 課長 室長

課長があらかじめ 課長があらかじめ

定める上席の職員 定める上席の職員

（文書及び公印の取扱い） （文書及び公印の取扱い）

第９条 事務局の文書及び公印の取扱いに関しては、 第９条 事務局の文書及び公印の取扱いに関しては、

次項から第４項までに定めるもののほか、次の規程 次項から第４項までに定めるもののほか、次の規程

の例による。 の例による。

(１) 鳥取県文書の管理に関する規程（平成24年鳥 (１) 鳥取県文書に係る事務の管理に関する規程

取県訓令第２号。以下「文書管理規程」とい （平成16年鳥取県訓令第13号。以下「文書事務管

う。） 理規程」という。）

(２) 略 (２) 略

(３) 鳥取県施行文書用紙規程（平成５年鳥取県訓

令第13号）

(３) 略 (４) 略

２ 議長の決裁を受けるための起案については、書面

により行う。

３ 略 ２ 略

４ 略 ３ 略

４ 別に定める事案に係る文書の取扱いについては、

文書事務管理規程附則第２項の規定による廃止前の

鳥取県文書管理規程（平成５年鳥取県訓令第１号）

の例による。

（文書の保存期間）

第10条 文書の保存区分は、次のとおりとする。 第10条 文書の保存区分は、次のとおりとする。

第１類 30年保存 第１類 永久保存

１～９ 略 １～９ 略

10 その他10年を超えて保存の必要があると認め 10 その他永久保存の必要があると認められる文

られる文書 書

第２類 10年保存 第２類 10年保存

１ 略 １ 略

２ その他５年を超えて保存の必要があると認め ２ 第１類に準ずる文書のうち永久保存の必要の

られる文書 ない文書

第３類 ５年保存 第３類 ５年保存

１～５ 略 １～５ 略

第４類 １年保存 第４類 １年保存

一時的処理に属する軽易な文書で１年間保存する １ 一時的処理に属する軽易なもので前各類に属

必要があると認められるもの さないもの

第５類 １年未満保存

一時的処理に属する軽易な文書で１年を超えて保

存する必要がないと認められるもの
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（文書の保存） （文書の保存）

第11条 前条に定めるもののほか、文書の保存に関し 第11条 前条に定めるもののほか、文書の保存に関し

ては、文書管理規程の例による。 ては、鳥取県文書の整理、保管及び保存に関する規

程（平成16年鳥取県訓令第14号）の例による。

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日前に、改正前の鳥取県議会事務局処務規程第９条第４項の規定に基づき定められた事案

に係る文書の取扱いについては、なお従前の例による。

３ この告示の施行の日前に作成された文書のうち、保存区分が永年保存であるものは、30年保存のものとみな

す。
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鳥取県議会告示第３号

鳥取県議会事務局組織規程（平成７年鳥取県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成24年３月30日

鳥取県議会議長 伊 藤 美 都 夫

改 正 後 改 正 前

（組織） （組織）

第２条 事務局に、総務課、調査課、議事・法務政策 第２条 事務局に、総務課、議事調査課及び図書室を

課及び図書室を置く。 置き、議事調査課に内部組織として法務政策室を置

く。

（各課及び室の分掌事務） （各課及び図書室の分掌事務）

第３条 各課及び室においては、次の事務をつかさど 第３条 各課及び図書室においては、次の事務をつか

る。 さどる。

総務課 総務課

(１) 略 (１) 略

(２) 広報委員会に関すること。

(３) 略 (２) 略

(４) 略 (３) 略

(５) 略 (４) 略

(６) 略 (５) 略

(７) 略 (６) 略

(８) 略 (７) 略

(９) 略 (８) 略

(10) 略 (９) 略

(11) 略 (10) 略

(12) 略 (11) 略

(13) 略 (12) 略

(14) 略 (13) 略

(15) 略 (14) 略

(16) 略 (15) 略

(17) 略 (16) 略

(18) 略 (17) 略

(19) 略 (18) 略

(20) 他の課及び室に属しない事務に関すること。 (19) 議事調査課及び図書室に属しない事務に関す

ること。

調査課 議事調査課

(１) 本会議に関すること。

(２) 議会運営委員会に関すること。

(１) 略 (３) 略

(２) 略 (４) 略

(３) 略 (５) 略

(６) 議会改革推進会議に関すること。
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(７) 世話人会に関すること。

(８) 議員の出欠に関すること。

(４) 議案、請願、陳情その他会議に付する事件の (９) 議案、請願、陳情その他会議に付する文書の

調査研究に関すること。 取扱い及び調査研究に関すること。

(10) 議事日程の調整に関すること。

(11) 発言通告書等の取扱いに関すること。

(12) 議会の議決した事件の報告、通知等に関する

こと。

(13) 会議録その他会議記録の作成、報告及び配布

に関すること。

(14) 議決原本その他議事に関する文書の調製及び

整理編集に関すること。

(５) 略 (15) 略

(６) 略 (16) 略

(17) 全国議長会及びブロック議長会に関するこ

と。

(７) 略 (18) 略

(19) 議員提出議案の立案及び審査に関すること。

(20) 資料等刊行物の企画編さん及び発行に関する

こと。

(８) 略 (21) 略

(22) 議会の情報公開に関すること。

(23) 諸規程の制定又は改廃に関すること。

(９) 略 (24) 略

議事・法務政策課

(１) 本会議に関すること。

(２) 議会運営委員会に関すること。

(３) 議会改革推進会議に関すること。

(４) 政策調整会議に関すること。

(５) 世話人会に関すること。

(６) 議員の出欠に関すること。

(７) 議案、請願、陳情その他会議に付する文書の

取扱いに関すること。

(８) 議事日程の調整に関すること。

(９) 発言通告書等の取扱いに関すること。

(10) 議会の議決した事件の報告、通知等に関する

こと。

(11) 会議録の作成、報告及び配布に関すること。

(12) 議決原本その他議事に関する文書の調製及び

整理編集に関すること。

(13) 全国都道府県議会議長会及びブロック議長会

に関すること。

(14) 議員提出議案の立案支援及び審査に関するこ

と。

(15) 議会の情報公開に関すること。
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(16) 諸規程の制定又は改廃に関すること。

図書室 図書室

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

（職制） （職制）

第５条 事務局、各課及び室に、それぞれの長を置 第５条 事務局、各課及び図書室並びに法務政策室

く。 に、それぞれの長を置く。

２ 略 ２ 略

３ 各課及び室に、必要に応じ次に掲げる職を置くこ ３ 各課及び図書室に、必要に応じ次に掲げる職を置

とができる。 くことができる。

課長補佐、係長、主事、衛視、自動車整備士、運 課長補佐、主幹、副主幹、主事、衛視、自動車整

転士及び現業主事 備士、運転士及び現業主事

（職務） （職務）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 各課又は室の長は、上司の命を受け、課務又は室 ３ 課又は図書室の長は、上司の命を受け、課務又は

務をつかさどる。 室務をつかさどる。

４ 略 ４ 略

５ 課の内部組織である室の長は、上司の命を受け、

その内部組織に属する事務を処理する。

５ 略 ６ 略

６ 係長は、上司の命を受け、特定の課務に従事す ７ 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特定の課務

る。 に従事する。

７ 略 ８ 略

備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則

この告示は、平成24年４月１日から施行する。
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鳥取県議会告示第４号

鳥取県政務調査費交付条例施行規程（平成13年鳥取県議会告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成24年３月30日

鳥取県議会議長 伊 藤 美 都 夫

改 正 後 改 正 前

（収支報告書の閲覧等） （収支報告書の閲覧）

第３条 略 第３条 略

２～７ 略 ２～７ 略

８ 条例第８条第２項の規定による収支報告書の写し

の交付は、次に掲げる方法（鳥取県議会が保有する

機器又は処理装置及びプログラム（電子計算機に対

する指令であって、一の結果を得ることができるよ

うに組み合わされたものをいう。）により実施する

ことができる方法に限る。）により行うものとす

る。

(１) 複写機により用紙に複写したものの交付

(２) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

をフレキシブルディスク、光ディスク（ＣＤ－Ｒ

又はＤＶＤ－Ｒ）又は光磁気ディスク（ＭＯ）に

複写したものの交付

(３) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

の電子メールによる送信

９ 条例第８条第２項の規定による収支報告書の写し ８ 条例第８条第２項の規定による収支報告書の写し

の交付を受けるものが同条第４項の規定により負担 の交付を受けるものが同条第４項の規定により負担

しなければならない費用の額は、次の表の左欄に掲 しなければならない費用の額は、次のとおりとす

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 る。

とする。

(１) 写しの作成に要する費用 用紙１枚につき10

円（用紙の両面を使用する場合は、用紙１枚につ

き20円）

(２) 写しの送付に要する費用 送付に要する実費

の額

区 分 金額

写しの 用紙に複写したもの １枚につき

作成に 10円（用紙

要する の両面を使

費用 用する場合

は、用紙１

枚につき20

円）

電磁的記録を複写したフレキ １枚につき

シブルディスク 20円
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電磁的記録を複写した光ディ １枚につき

スク（ＣＤ－Ｒ） 30円

電磁的記録を複写した光ディ １枚につき

スク（ＤＶＤ－Ｒ） 50円

電磁的記録を複写した光磁気 １枚につき

ディスク（ＭＯ） 200円

写しその他の物品の送付に要する費用 送付に要す

る実費の額

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

附 則

この告示は、平成24年４月１日から施行する。
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鳥取県議会告示第５号

鳥取県議会情報公開条例施行規程（平成13年鳥取県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成24年３月30日

鳥取県議会議長 伊 藤 美 都 夫

改 正 後 改 正 前

（開示の実施等） （開示の実施等）

第６条 公文書の開示は、議長が第５条第３項第１号 第６条 公文書の開示は、議長が前条第３項第１号又

又は第２号に定める通知書に記載する開示の日時及 は第２号に定める通知書に記載する開示の日時及び

び場所において行う。ただし、写しの交付により公 場所において行う。ただし、写しの交付により公文

文書を開示する場合であって、開示請求者が写しの 書を開示する場合であって、開示請求者が写しの郵

送付又は送信を希望するときは、当該通知書に記載 送を希望するときは、当該通知書に記載する日に写

する日に写しを発送し、又は送信するものとする。 しを発送するものとする。

２ 条例第14条第２項の規定による文書、図画、写真 ２ 公文書の写しの交付部数は、開示請求１件につき

又はスライドの写しの交付は、次の表の左欄に掲げ １部とする。

る種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法

（鳥取県議会が保有する機器又は処理装置及びプロ

グラム（電子計算機に対する指令であって、一の結

果を得ることができるように組み合わされたものを

いう。以下同じ。）により実施することができる方

法に限る。）により行うものとする。

種別 写しの交付の方法

文書、図画又 １ 複写機により用紙に複写したも

は写真 のの交付

２ スキャナにより読み取ってでき

た電磁的記録をフレキシブルディ

スク、光ディスク（ＣＤ－Ｒ又は

ＤＶＤ－Ｒ）又は光磁気ディスク

（ＭＯ）に複写したものの交付

３ スキャナにより読み取ってでき

た電磁的記録の電子メールによる

送信

スライド 印画紙に印画したもの又はスライド

を複写したものの交付

３ 条例第14条第２項の議長が定める方法は、次の表 ３ 条例第14条第２項の議長が定める方法は、次の表

の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ の左欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める方法（鳥取県議会が保有する機 同表の右欄に定める方法とする。

器又は処理装置及びプログラムにより実施すること

ができる方法に限る。）とする。

電磁的記録の種別 開示の方法 電磁的記録の種別 開示の方法

１ フレキシブルディス １ 用紙に出力したもの １ フレキシブルディス 用紙に出力したものの閲

ク、光ディスク（ＣＤ の閲覧又は交付 ク、光ディスク（ＣＤ 覧若しくは交付又はフレ

－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） ２ フレキシブルディス －Ｒ）若しくは光磁気 キシブルディスク、光デ
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又は光磁気ディスク ク、光ディスク（ＣＤ－ ディスク（ＭＯ）に記録 ィスク（ＣＤ－Ｒ）若し

（ＭＯ）に記録され、又 Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） され、又は記録され得る くは光磁気ディスク（Ｍ

は記録され得るもの 又は光磁気ディスク もの Ｏ）に複写したものの交

（ＭＯ）に複写したもの 付

の交付

３ 電子メールによる送

信

略 略

４ 用紙に複写し、又は出力したもの、印画紙に印画

したもの、スライドを複写したもの及びフレキシブ

ルディスク、光ディスク（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－

Ｒ）又は光磁気ディスク（ＭＯ）に複写したものの

交付部数は、開示請求１件につき１組とする。

５ 略 ４ 略

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

区 分 金額 区 分 金額

公文書 文書、図画若しくは 略 略 公文書 文書、図画若しくは 略 略

の写し 写真を複写したもの 多色刷り １枚につき の写し 写真を複写したもの 多色刷り １枚につき

その他 又は電磁的記録を出 の場合 20円 その他 又は電磁的記録を出 の場合 30円

の物品 力した用紙 の物品 力した用紙

の作成 の作成 写真フィルムを印画したもの １枚につき

に要す に要す 30円

る費用 スライドを印画したもの １枚につき る費用 スライドを印画したもの １枚につき

100円 110円

略 略 略 略

電磁的記録を複写したフレキ １枚につき 電磁的記録を複写したフレキ １枚につき

シブルディスク 20円 シブルディスク 30円

電磁的記録を複写した光ディ １枚につき 電磁的記録を複写した光ディ １枚につき

スク（ＣＤ－Ｒ） 30円 スク（ＣＤ－Ｒ） 50円

電磁的記録を複写した光ディ １枚につき

スク（ＤＶＤ－Ｒ） 50円

電磁的記録を複写した光磁気 １枚につき 電磁的記録を複写した光磁気 １枚につき

ディスク（ＭＯ） 200円 ディスク（ＭＯ） 380円

電磁的記録を複写した録音テ １巻につき 電磁的記録を複写した録音テ １巻につき

ープ 50円 ープ 110円

電磁的記録を複写したビデオ １巻につき 電磁的記録を複写したビデオ １巻につき

テープ 80円 テープ 120円

公文書の写しその他の物品の送付に要 送付に要す 公文書の写しその他の物品の郵送に要 郵送に要す

する費用 る実費の額 する費用 る郵便料金

の額

備考 略 備考 略

様式第１号（第３条関係） 様式第１号（第３条関係）

公文書開示請求書 公文書開示請求書
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鳥取県議会議長 様 鳥取県議会議長 様

鳥取県議会情報公開条例第７条第１項の規定によ 鳥取県議会情報公開条例第７条第１項の規定によ

り、次のとおり公文書の開示を請求します。 り、次のとおり公文書の開示を請求します。

年 月 日 年 月 日

郵便番号 郵便番号

住 所 住 所

（法人その他の団体にあっては、 （法人その他の団体にあっては、

事務所又は事業所の所在地） 事務所又は事業所の所在地）

請求者 氏 名 請求者 氏 名

（法人その他の団体にあっては、 （法人その他の団体にあっては、

名称及び代表者の氏名） 名称及び代表者の氏名）

連 絡 先 自 宅 連 絡 先 自 宅

（電話番号） 勤務先 （電話番号） 勤務先

略 略

□ 閲覧 □ 閲覧

開示の □ 写しの交付（送付の希望の有無 開示の □ 写しの交付（郵送の希望の有無

方法 有・無） 方法 有・無）

□ 視聴 □ 視聴

□ 用紙に複写したものの交付

写しの □ 物品（ ）に複写等をしたものの交

交付の 付

方法 □ 電子メールによる送信（電子メールア

ドレス ）

略 略

注 「写しの交付の方法」欄は、写しの交付を希望 注 電磁的記録の写しの交付を請求する場合は、備

する場合に記入してください。なお、同欄中の物 考欄に交付を受けようとする用紙、ＦＤ等の別を

品の括弧内には、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等交付を 記入して下さい。

希望する物品を記入してください。

様式第４号(第５条関係) 様式第４号(第５条関係)

公文書開示決定通知書 公文書開示決定通知書

第 号 第 号

様 様

年 月 日付けで請求のあった公文書の開示請求 年 月 日付けで請求のあった公文書の開示請求

については、鳥取県議会情報公開条例第12条第１項の については、鳥取県議会情報公開条例第12条第１項の

規定により、次のとおりその全部を開示することに決 規定により、次のとおりその全部を開示することに決

定しましたので、同条第５項の規定により通知しま 定しましたので、同条第５項の規定により通知しま

す。 す。

年 月 日 年 月 日

鳥取県議会議長 印 鳥取県議会議長 印

略 略
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開示の日時（写しを 略 開示の日時（写しを 略

送付し、又は電子メ 郵送する場合は、写

ールにより送信する しを発送する日）

場合は、発送し、又

は送信する日）

開示の場所（写しを 開示の場所（写しを

送付し、又は電子メ 郵送する場合は、そ

ールにより送信する の旨）

場合は、その旨）

開示の方法 閲覧 開示の方法 閲覧・写しの交付・視聴

写しの交付（交付方法：

）

視聴

略 略

注１ 開示の日時が都合の悪い場合は、開示の日ま 注１ 開示の日時が都合の悪い場合は、開示の日ま

でに県議会事務局議事・法務政策課（電話番号 でに県議会事務局総務課（電話番号 ）に

）に連絡してください。 連絡してください。

２及び３ 略 ２及び３ 略

様式第５号(第５条関係) 様式第５号(第５条関係)

公文書部分開示決定通知書 公文書部分開示決定通知書

第 号 第 号

様 様

年 月 日付けで請求のあった公文書の開示請求 年 月 日付けで請求のあった公文書の開示請求

については、鳥取県議会情報公開条例第12条第１項の については、鳥取県議会情報公開条例第12条第１項の

規定により、次のとおりその一部を開示することに決 規定により、次のとおりその一部を開示することに決

定しましたので、同条第５項の規定により通知しま 定しましたので、同条第５項の規定により通知しま

す。 す。

年 月 日 年 月 日

鳥取県議会議長 印 鳥取県議会議長 印

略 略

開示の日時（写しを 略 開示の日時（写しを 略

送付し、又は電子メ 郵送する場合は、写

ールにより送信する しを発送する日）

場合は、発送し、又

は送信する日）

開示の場所（写しを 開示の場所（写しを

送付し、又は電子メ 郵送する場合は、そ

ールにより送信する の旨）

場合は、その旨）

開示の方法 閲覧 開示の方法 閲覧・写しの交付・視聴

写しの交付（交付方法：

）

視聴

略 略
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注１ 開示の日時が都合の悪い場合は、開示の日ま 注１ 開示の日時が都合の悪い場合は、開示の日ま

でに県議会事務局議事・法務政策課（電話番号 でに県議会事務局総務課（電話番号 ）に

）に連絡してください。 連絡してください。

２～４ 略 ２～４ 略

（教示） （教示）

１及び２ 略 １及び２ 略

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、平成24年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日前にされた公文書の開示請求に係る公文書の写しその他の物品の作成に要する費用につ

いては、改正後の鳥取県議会情報公開条例施行規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。


